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本諮問に至った背景
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「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について（令和３年３月12日中央教育審議会諮問）
【概要】

「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実し，「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげる。
2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」で目指す学びの姿

ICTの活用と少人数学級を車の両輪として，「令和の日本型学校教育」を実現し，それを担う質の高い教師を確保するため，教師の養成・採用・
研修等の在り方について，既存の在り方にとらわれることなく、基本的なところまで遡って検討を行い、必要な変革を実施、教師の魅力を向上

学校教育を取り巻く環境の変化を前向きに受け止め，教職生涯を通じて学び続け，子供一人一人の学びを最大限に引き出し，主体的な学びを支援す
る伴走者としての役割を果たしている
多様な人材の確保や教師の資質・能力の向上により質の高い教職員集団が実現し，多様なスタッフ等とチームとなり，校長のリーダーシップの下，家庭や地域と
連携しつつ学校が運営されている
働き方改革の実現や教職の魅力発信，新時代の学びを支える環境整備により教師が創造的で魅力ある仕事であることが再認識され，志望者が増加し，教
師自身も志気を高め，誇りを持って働くことができている

「令和の日本型学校教育」において実現すべき教師を巡る理想的な姿

中央教育審議会答申「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して」【令和３年１月26日】のポイント
～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～

「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について（諮問）

①教師に求められる資質能力の再定義 ②多様な専門性を有する質の高い教職員集団の在り方

③教員免許の在り方・教員免許更新制の抜本的な見直し ④教員養成大学・学部，教職大学院の機能強化・高度化

⑤教師を支える環境整備

・「令和の日本型学校教育」を実現するために教師に求められる
基本的な資質能力

・優れた人材確保のための教師の採用等の在り方
・強みを伸ばす育成，キャリアパス，管理職の在り方

・①を踏まえた教職課程の見直し
・学校外で勤務してきた者等への教員免許の在り方
・免許状の区分の在り方
・必要な教師数と資質能力の確保が両立する教員免許更新制の見直し

・多様化した教職員集団の中核となる教師を養成する教員養成
大学・学部，教職大学院の教育内容・方法・組織の在り方

・学生確保，教職への就職，現職教員の自律的な学びを支え
るインセンティブの在り方

・教師を支える環境整備 ・教師の学び等の振り返りを支援する仕組み
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中央教育審議会初等中等教育分科会「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して」(答申)のポイント
～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～ 【令和３年１月26日 中央教育審議会】

①個別最適な学び（「個に応じた指導」（指導の個別化と学習の個性化）を学習者の視点から整理した概念）

②協働的な学び

「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実し，「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげる。

これまで日本型学校教育が果たしてきた，①学習機会と学力の保障，②社会の形成者としての全人的な発達・成長の保障，
③安全安心な居場所・セーフティネットとしての身体的，精神的な健康の保障を学校教育の本質的な役割として重視し，継承
一斉授業か個別学習か，履修主義か修得主義か，デジタルかアナログか，遠隔・オンラインか対面・オフラインかといった「二項対立」の
陥穽に陥らず，教育の質の向上のために，発達の段階や学習場面等により，どちらの良さも適切に組み合わせて活かしていく

「個別最適な学び」が進められるよう，これまで以上に子供の成長やつまずき，悩みなどの理解に努め，個々の興味・関心・意欲等を
踏まえてきめ細かく指導・支援することや，子供が自らの学習の状況を把握し，主体的に学習を調整することができるよう促していく
ことが求められる
その際，ICTの活用により，学習履歴（スタディ・ログ）や生徒指導上のデータ，健康診断情報等を利活用することや，教師の負担を
軽減することが重要

「個別最適な学び」が「孤立した学び」に陥らないよう，探究的な学習や体験活動等を通じ，子供同士で，あるいは多様な他者と
協働しながら，他者を価値ある存在として尊重し，様々な社会的な変化を乗り越え，持続可能な社会の創り手となることができるよう，
必要な資質・能力を育成する「協働的な学び」を充実することも重要
集団の中で個が埋没してしまうことのないよう，一人一人のよい点や可能性を生かすことで，異なる考え方が組み合わさり，よりよい学
びを生み出す

2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」で目指す学びの姿

「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性
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今後更に検討を要する事項

「令和の日本型学校教育」の実現を目指していく上では 本答申を踏まえ、知・徳・体のバランスのとれた資質・能力の育成に向け、
引き続き状況を注視し、取組を進めていく必要がある。また、特に 以下に挙げる点については 今後も 改革に向けた検討が重要
であるとの指摘がなされており、 引き続き検討を深めつつ、方向性が定まったものについては速やかに実施する必要がある。

• GIGAスクール構想により整備されるICT環境の活用と、少人数によるきめ細かな指導体制の整備を両輪として進め、個別最
適な学びと協働的な学びによる「令和の日本型学校教育」を実現するための、教職員の養成・採用・研修等の在り方

• 校長を中心に学校組織のマネジメント力の強化が図られ、自主的・自立的な取組を校長を中心に学校組織のマネジメント力
の強化が図られ，積極的に支援し、社会の変化に素早く的確に 対応するための教育委員会の在り方、特に、教育委員会事
務局の更なる機能強化や、首長部局との連携の促進、外部人材の活用等をはじめとする社会との連携等を含む教育行政の
推進体制の在り方

また、子供たちの学びは幼稚園から高等学校段階で完結するものではなく、高等教育機関での学びや、実社会で活躍しながらの
学び直しといった形で、人生100年時代 において 学び続けることとなる。特に高等教育機関においては、初等中等教育段階にお
ける学びとの連続性に鑑み、 本答申で述べた「令和の日本型学校教育」の姿や方向性等を踏まえて、高等教育においても自らの
可能性を最大限に発揮し、これからの時代に求められる資質・能力を育んでいけるよう、多様性と柔軟性を持った教育の実現を図
ることが重要である。このため、初等中等教育と高等教育とが連携を密にしながら、学校教育全体を俯瞰した改革が進められること
を期待する。

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して（答申）－今後更に検討を要する事項
【令和３年１月26日 中央教育審議会】

4

Ⅰ－11



「令和の日本型学校教育」を担う教師の人材確保・質向上に関する検討本部の設置

令和３年１月19日
文部科学大臣決定１．目 的

令和２年１２月２５日の中央教育審議会において示された、「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して（答申素案）」において、令和の日本
型学校教育の実現に向け、質の高い教員が教育を行うことの重要性に鑑みて教員養成・採用・研修の在り方について検討を行うこととされたことを踏まえ、
当面の取組とともに、中長期的な実効性ある方策を文部科学省を挙げて検討していくため、「『令和の日本型学校教育』を担う教師の人材確保・質向
上に関する検討本部」を設置する。

２．検討事項
(1) 35人学級を担う教師の確保 (2) 社会人等多様な人材の活用 (3) 教職課程の高度化と研修の充実
(4) 教員免許更新制の在り方 (5) その他「令和の日本型学校教育」を担う教師の人材確保及び質向上を実現するために必要な事項

３．構成員
本部長 文部科学大臣 副本部長 丸山文部科学審議官
本部員 総合教育政策局長 初等中等教育局長 高等教育局長

４．幹事会
本部の下に幹事会を設置する。

（幹事）略

５．庶 務
本部及び幹事会の庶務については、初等中等教育局の協力を得て、総合教育政策局がこれを処理する。

６．その他
必要に応じて、上記以外の職員及び有識者の参画を求めることができる。 5
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◆養成段階において、免許取得に必要な総単位数を軽減する「義務教育特例」の新設（令和３年度に特例新設、令和４年度以降特例を活用した課程の開始）
小学校と中学校の両方の免許状を取得する際に、小中に関連する授業科目を一体的に開設することで、重複する単位を低減し、総修得単位数を軽減する「義務教育特例」を創設し、

当該特例に基づき、大学が新しい教職課程を令和４年度以降開設できるようにする。
◆現職段階において、中学校の免許状を持つ教員が追加で小学校の免許状を取得する場合の要件弾力化（法改正事項）

中学校の免許状を持つ教員が小学校の専科教員として働いた勤務経験を踏まえて、専科以外の教科も教えられる小学校の免許状を取得するための要件の弾力化を図る。
◆小学校免許状を取得できる機会の拡大（令和３年度に検討及び要件緩和、令和５年度以降課程の設置）

大学が小学校の免許状を取得できる教職課程を設置する際の要件（科目開設の種類や専任教員の配置数）を緩和し、これまで小学校免許状の教職課程を設置していない大学に
おける新たな課程の設置を促進する。

令和の日本型学校教育の実現に向け、質の高い教員が教育を行うことの重要性に鑑みて教員養成・採用・研修の在り方について、基本的な在り方に遡って
中長期的な実効性ある方策を文部科学省を挙げて検討していく。また、既存の枠組みの下当面の対応として以下の制度改正等に文部科学省として取り組
み、当該取組が各教育委員会や大学等で着実に実施できるよう、制度の周知を図る。

学校現場に参画する多様なルートを確保する。

小学校の免許状を取りやすくする。

『令和の日本型学校教育』を担う教師の人材確保・質向上プラン①

◆試験により小学校の免許状を取得する（令和２年度から実施・検討）
働きながら受験しやすいよう、土日での実施やオンラインでの実施ができるよう小学校教員資格認定試験の見直しを実施。

◆民間企業等での勤務経験を活かして免許状を取得する（令和２年度に指針を改訂）
特別免許状の指針を改訂し授与対象者の多様な経歴の評価等を行えるようにする等学校現場のニーズに合った教員が活躍できるようにする。

◆働きながら単位を修得して免許状を取得する（法改正事項）
社会人等が働きながら免許状の取得に必要な教職に関する科目の単位を修得できるよう教職特別課程の修業年限を弾力化（現行の１年を１年以上に）する。

◆民間企業に所属しながら、学校現場での勤務を経験する（令和２年度より実施）
企業と学校等を繋げ、企業ではたらく社会人等が企業に所属しながら、学校に参画する機会を創出する「学校雇用シェアリンク」を創設・運営する。

◆学び直して、学校現場で働く（令和２年度より実施）
教員免許状保有者が小学校現場で勤務できるようにするための教育支援プログラムを開発し、実施する。

社会人等多様な人材の活用

35人学級を担う教師の確保

教職の魅力を上げ、教師を目指す人を増やす。

教師として働き続けてもらえる環境をつくる。
◆免許状の有効期限が切れた者の復職の促進（平成30年度通知、令和２年度以降再周知）

出産・育児等で離職し、免許状の有効期限が経過している者等が復職する場合は、一定の要件の下、臨時免許状の授与を行うことができることを改めて周知する。
◆臨時的任用教員等の確保に支障をきたさないような教員免許更新制の在り方の見直し（後述）

◆教職の魅力の向上に向けた広報の充実（令和２年度以降検討・実施）
発信力の高い者による広報や教職の魅力向上の機運を高めるためのサイトの設置等により、広報の充実を図る。

◆学校における働き方改革の推進、教師の処遇の在り方等の検討（令和４年の勤務実態調査等を踏まえ検討）
学校における働き方改革を推進するとともに、その進展状況や教師の勤務実態状況調査（令和４年に実施予定）の結果等を踏まえ、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与

等に関する特別措置法等の法制的な枠組みを含め教師の処遇の在り方等について検討する。

令和３年２月２日公表
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『令和の日本型学校教育』を担う教師の人材確保・質向上プラン②

必要な教師数の確保とその資質能力の確保が両立できるあり方を総合的に検討

新しい時代を見据え、教員養成の在り方を大学の自由な発想で検討・構築し、他の大学を先導する。
◆大学が教職課程のカリキュラムを弾力化できる特例の創設による新しい時代の教員養成プログラムの開発（令和３年度に検討及び制度創設、令和４年度から制度開始）

Society5.0時代に向け、新たに教師に必要となる知識・技能を修得できるような科目を開発し、当該科目を含めた教職課程のカリキュラムの編成が柔軟に行えるような特例制度を設け、
優れた教員養成の実績と構想を有する大学が新しい時代の教員養成プログラムを開発する。

◆複数の大学が、各大学の強みと特色を持ち寄って教職課程を構築できる仕組みの創設（令和２年度に制度改正、令和３年度以降に制度を活用した課程の開始）
大学等連携推進法人（仮称）に参画する大学が、課程の科目や専任教員を共通化し、各大学の強みと特色を持ち寄った教職課程を構築する。

教職課程の高度化と研修の充実

教員免許更新制の在り方の見直し

◆教員免許更新制や研修をめぐる制度に関する包括的な検証（令和２年度に検証経過報告、令和３年度から必要な対策の検討）
教師の勤務の長時間化や教師不足の深刻化といった近年指摘される課題との関係も視野に入れつつ、教員免許更新制そのものの成果や、教師の資質能力の指標を定め、それに基づい
て研修計画を策定する仕組みの定着状況など、教員免許更新制や研修を巡る制度に関して包括的な検証を進め、その結果に基づき、必要な見直しを行う。

一人一台端末が導入される教育環境の変化を踏まえ、教師のICT活用指導力を一層向上させる。
◆養成段階において、ICTに特化した科目を新設（令和３年度に科目新設、令和４年度から課程の開始）

一人一台端末の活用等により、より充実した授業が実施できるよう、ICT機器を活用する授業の設計や授業の方法等について総論を１単位以上学ぶことを義務化（教科の特性に応じ
た指導方法などについては別途修得。）

教職課程を置く大学自身が定期的に自らの課程を見直し、時代やニーズに合った課程を構築する。
◆大学が自らの課程を見直す仕組みの整備とその全学的な体制の整備の義務化（令和２年度に制度改正、令和４年度から実施）

教職課程の質の向上を目的に、大学が自らの課程を自己点検・評価する仕組みの整備と、質向上を担う全学的な教職課程の体制の整備を義務付けることにより、各大学が時代の変化
や学生のニーズに合った教職課程を編成する契機となるようにする。

現職教員が学校現場を取り巻く変化に対応して学び続ける環境を充実する。
◆（独）教職員支援機構における研修内容の充実と、オンライン研修の拡充（令和３年度より充実・拡充）

都道府県教育委員会が各学校向けに行う研修のマネジメントを担当する教員等を対象に、 令和の日本型学校教育に対応した研修を充実し、地域での普及促進を図る。
また、従来の対面・集合型研修に、オンライン研修（同時双方向型、オンデマンド型など）を加え、ベストミックスによる効果的な研修実施に向けた検討と実践を進める。
加えて、各学校単位で行われる校内研修等に活用可能な映像コンテンツを整備・拡充する。
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（１）学級編制の標準の引下げ

小学校の学級編制の標準を現行の40人（第１学年は35人）から35人に引き

下げる。

（２）少人数学級の計画的な整備（経過措置規定）

令和７年３月31日までの間における学級編制の標準については、児童の数

の推移等を考慮し、第２学年から第６学年まで段階的に35人とすることを旨と

して、毎年度政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある

小学校にあっては、40人とする。

（３）その他（検討規定）

この法律の施行後速やかに、学級編制の標準の引下げが教育活動に与える

影響及び外部人材の活用の効果に関する実証的な研究や、教員免許制度等

の在り方に関する検討を行い、それらの結果に基づいて必要な法制上の措置

等を講ずるものとする。

Society5.0時代の到来や子供たちの多様化の一層の進展等の状況も踏まえ、

誰一人取り残すことなく、全ての子供たちの可能性を引き出す教育へ転換し、

個別最適な学びと協働的な学びを実現することが必要であることから、一人一

人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導を可能とする指導体制と安全・安

心な教育環境を整備するために公立の小学校※の学級編制の標準を段階的

に引き下げる。

令和３年４月１日

１．趣旨

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の概要

２．概要

３．施行期日

年度 R３ R４ R５ R６ R７

学年 小２ 小３ 小４ 小５ 小６

GIGAスクール構想
１人１台端末

少人数学級

個別最適な学びと協働的な学びの実現

【少人数学級とICT活用を両輪とした新時代の学び】

【個別最適な学びと協働的な学び】

【学級編制の標準の引下げに係る計画】

i. 上記（２）について、下表のとおり、小学校第２学年から学年進行に

より段階的に学級編制の標準を引き下げる。

ii. 計画の実施に当たり、学級数の増加に伴い教室不足が生じ、施設

整備に一定期間を要するなど、特別の事情がある場合には、各地

方公共団体がその実情に応じて対応できるよう措置する。

※義務教育学校の前期課程を含む。

習熟度に
応じた学び

社会性・
人間性を
養う学び

つまずきの
解消と意欲
を高める
学び

8
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附則第三条
（検討）

第三条 政府は、公立の義務教育諸学校（標準法第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう。以下この条において同
じ。）における教育水準の維持向上のためには、学級規模及び教職員の配置の適正化を図ることに加え、多様な知識又は経
験を有する質の高い教員が教育を行うとともに、教員以外の教育活動を支援する人材（以下この条において「外部人材」とい
う。）を活用することが重要であることに鑑み、この法律の施行後速やかに、学級編制の標準となる数の引下げが学力の育成そ
の他の公立の義務教育諸学校における教育活動に与える影響及び外部人材の活用の効果に関する実証的な研究を行うとと
もに、教員の免許に関する制度その他教員の資質の保持及び向上に関する制度の在り方について検討を行い、それらの結
果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を
改正する法律（令和３年法律第１４号）（令和３年３月31日公布、同年４月１日施行）（抜粋）

9
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三 三十五人学級を担う教員の人材確保のため、文部科学省が進める教員免許更新制や研修の包括的な検証において、教
員免許更新制の大幅な縮小や廃止を含め、教員の資質能力の確保、負担の軽減、必要な教員の確保の観点から検証・
検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずること。

七 質の高い教員の確保に向けて幅広く人材を活用するために、多様な知識又は経験を有する社会人が働きながら教員免許状
を取得することや教員免許状保有者が学び直しを経て学校現場で働くこと等を支援するなど、教育職員免許法の抜本的な
見直しを含む検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずること。

附帯決議（令和３年３月17日 衆・文部科学委員会、３月30日 参・文教科学委員会）【抜粋】



教師を取り巻く状況
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教員勤務実態調査（平成28年度）の結果について【確定値】

○ 「教育政策に関する実証研究」の一環として、教員の勤務実態の実証分析を平成28～29年度の２
か年で実施し、平成29年4月28日に速報値を公表。（調査期間：H28年10月～11月のうちの１週間。
対象：小学校400校、中学校400校（確率比例抽出により抽出。）に勤務する教員。）
○ 前回調査（平成18年度）と比較して、平日・土日ともに、いずれの職種でも勤務時間が増加。

● 教員の１日当たりの学内勤務時間（持ち帰り時間は含まない。） （時間：分）

平日
小学校 中学校

28年度 18年度 増減 28年度 18年度 増減

校長 10:37 10:11 +0:26 10:37 10:19 +0:18
副校長・教頭 12:12 11:23 +0:49 12:06 11:45 +0:21
教諭 11:15 10:32 +0:43 11:32 11:00 +0:32

土日
小学校 中学校

28年度 18年度 増減 28年度 18年度 増減

校長 1:29 0:42 +0:47 1:59 0:54 +1:05
副校長・教頭 1:49 1:05 +0:44 2:06 1:12 +0:54
教諭 1:07 0:18 +0:49 3:22 1:33 +1:49

小学校 中学校

28年度 18年度 増減 28年度 18年度 増減

校長 55:03 52:19 +2:44 56:00 53:23 +2:37
副校長・教頭 63:38 59:05 +4:33 63:40 61:09 +2:31
教諭 57:29 53:16 +4:13 63:20 58:06 +5:14

● 教員の１週間当たりの学内勤務時間（持ち帰り時間は含まない。） （時間：分）

※28年度調査では、調査の平均回答時間（１週間につき小学校64分、中学校66分）を一律で差し引いている。

※28年度調査の「教諭」については、主幹教諭・指導教諭を含む（主幹教諭、指導教諭は、平成20年4月より制度化されたため、18年度調査
では存在しない。）。
※平成28年度の小学校教員のうち882人（12.5％）、中学校教員のうち719人（8.9％）が、土曜日・日曜日のいずれかが勤務日に該当してい
る。
※18年度調査と同様に、1分未満の時間は切り捨てて表示。
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○ １週間当たりの学内総勤務時間について、教諭のうち、小学校は55～60時間未満、中学校は60
～65時間未満、副校長・教頭のうち、小学校は60～65時間未満、中学校は55～60時間未満の者が
占める割合が最も高い。

0.8%

3.9%

13.4%

24.0%

24.4%

16.3%  

9.9%

4.5%

1.7%

0.7%

0.2%

0.1%

0.0%

0.0%

0.7%

2.4%

8.0%

14.8%

16.5%

17.0%

14.0%

10.9%

7.3%

4.6%

2.2%

1.1%

0.4%

0.2%

40時間未満

40～45時間未満

45～50時間未満

50～55時間未満

55～60時間未満

60～65時間未満

65～70時間未満

70～75時間未満

75～80時間未満

80～85時間未満

85～90時間未満

90～95時間未満

95～100時間未満

100時間以上

小学校 中学校

【教諭（主幹教諭・指導教諭を含む）】

0.0%

0.6%

2.7%

10.0%

23.9%

25.4%

18.0%

9.4%

5.9%

2.9%

0.9%

0.0%

0.3%

0.0%

0.6%

0.6%

4.4%

13.1%

23.4%

19.3%

12.5%

13.4%

6.2%

4.0%

1.2%

0.9%

0.3%

0.0%

40時間未満

40～45時間未満

45～50時間未満

50～55時間未満

55～60時間未満

60～65時間未満

65～70時間未満

70～75時間未満

75～80時間未満

80～85時間未満

85～90時間未満

90～95時間未満

95～100時間未満

100時間以上

小学校 中学校

【副校長・教頭】

※28年度調査では、調査の平均回答時間（１週間につき小学校64分、中学校66分）を一律で差し引いている。
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○ 平日については、小学校では、授業（27分）、学年・学級経営（9分）が、中学校では、授業（15分）、
授業準備（15分）、成績処理（13分）、学年・学級経営（10分）が増加している。
土日については、中学校で部活動（1時間3分）、成績処理（10分）が増加している。

平日（教諭のみ）
小学校 中学校

28年度 18年度 増減 28年度 18年度 増減
朝の業務 0:35 0:33 +0:02 0:37 0:34 +0:03
授業（主担当） 4:06 3:58 +0:27 3:05 3:11 +0:15
授業（補助） 0:19 0:21
授業準備 1:17 1:09 +0:08 1:26 1:11 +0:15
学習指導 0:15 0:08 +0:07 0:09 0:05 +0:04
成績処理 0:33 0:33 ±0:00 0:38 0:25 +0:13
生徒指導（集団） 1:00 1:17 -0:17 1:02 1:06 -0:04
生徒指導（個別） 0:05 0:04 +0:01 0:18 0:22 -0:04
部活動・クラブ活動 0:07 0:06 +0:01 0:41 0:34 +0:07
児童会・生徒会指
導

0:03 0:03 ±0:00 0:06 0:06 ±0:00

学校行事 0:26 0:29 -0:03 0:27 0:53 -0:26
学年・学級経営 0:23 0:14 +0:09 0:37 0:27 +0:10
学校経営 0:22 0:15 +0:07 0:21 0:18 +0:03
職員会議等 0:20 0:31 -0:07 0:19 0:29 -0:04
個別打ち合わせ 0:04 0:06
事務（調査回答） 0:01

0:11 +0:06
0:01

0:19 ±0:00事務（学納金） 0:01 0:01
事務（その他） 0:15 0:17
校内研修 0:13 0:15 -0:02 0:06 0:04 +0:02
保護者・PTA対応 0:07 0:06 +0:01 0:10 0:10 ±0:00
地域対応 0:01 0:00 +0:01 0:01 0:01 ±0:00
行政・関係団体対
応

0:02 0:00 +0:02 0:01 0:01 ±0:00

校務としての研修 0:13 0:13 ±0:00 0:12 0:11 +0:01
校外での会議等 0:05 0:05 ±0:00 0:07 0:08 -0:01
その他校務 0:09 0:14 -0:05 0:09 0:17 -0:08

土日（教諭のみ）
小学校 中学校

28年度 18年度 増減 28年度 18年度 増減
朝の業務 0:02 0:00 +0:02 0:01 0:00 +0:01
授業（主担当） 0:07 0:00 +0:08 0:03 0:00 +0:03
授業（補助） 0:01 0:00
授業準備 0:13 0:04 +0:09 0:13 0:05 +0:08
学習指導 0:00 0:00 ±0:00 0:01 0:00 +0:01
成績処理 0:05 0:01 +0:04 0:13 0:03 +0:10
生徒指導（集団） 0:02 0:00 +0:02 0:01 0:00 +0:01
生徒指導（個別） 0:00 0:00 ±0:00 0:01 0:00 +0:01
部活動・クラブ活動 0:04 0:02 +0:02 2:09 1:06 +1:03
児童会・生徒会指
導

0:00 0:00 ±0:00 0:00 0:00 ±0:00

学校行事 0:09 0:01 +0:08 0:11 0:02 +0:09
学年・学級経営 0:03 0:00 +0:03 0:04 0:01 +0:03
学校経営 0:03 0:01 +0:02 0:03 0:01 +0:02
職員会議等 0:00 0:00 ±0:00 0:00 0:00 ±0:00
個別打ち合わせ 0:00 0:00
事務（調査回答） 0:00

0:00 +0:02
0:00

0:02 ±0:00事務（学納金） 0:00 0:00
事務（その他） 0:02 0:02
校内研修 0:01 0:00 +0:01 0:00 0:00 ±0:00
保護者・PTA対応 0:03 0:02 +0:01 0:03 0:02 +0:01
地域対応 0:02 0:00 +0:02 0:01 0:01 ±0:00
行政・関係団体対
応

0:00 0:00 ±0:00 0:00 0:00 ±0:00

校務としての研修 0:00 0:00 ±0:00 0:01 0:00 +0:01
校外での会議等 0:00 0:00 ±0:00 0:01 0:00 +0:01
その他校務 0:01 0:01 ±0:00 0:04 0:03 +0:01

※18年度調査と同様に、1分未満の時間は切り捨てて表示。 13
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令和２年度（令和元年度実施）における小学校の採用倍率は、2.7倍で、前年度の2.8倍から減少（過去最低）
・採用者数は、16,693人で、前年度に比較して336人減少
・受験者数は、44,710人で、前年度に比較して2,951人減少（うち 新卒223人減少、既卒2,728人減少）
採用倍率が過去最高の12.5倍であった平成12年度に3,683人であった採用者数が、令和２年度においては16,693人と５倍近くに増えた結果として、
採用倍率が2.7倍まで低下している。採用者数は近年増加が続いていたものの、令和元年度をピークに減少に転じた【左図】
採用者数が中長期的に安定している自治体では高い採用倍率を維持している一方、採用者数を大幅に増やしてきた自治体で採用倍率が低下
している状況にある【右図】

小学校 競争率（採用倍率）が低い県市、高い県市

（出典）文部科学省「公立学校教員採用選考試験の実施状況について」

公立学校教員採用選考試験の実施状況ー小学校

74,822 

34,735 

46,156 44,710 

22,975 
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120,000
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小学校 受験者数・採用者数・競争率（採用倍率）

受験者数 採用者数 採用倍率（右軸）

（人） （倍）

（年度）採用者数最低値（H12）

競争率最高値（H12）
受験者数最高値（S55）

採用者数最高値（S54）

受験者数最低値（H5）
競争率最低値（R2）
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令和２年度（令和元年度実施）における中学校の採用倍率は、5.0倍で、前年度の5.7倍から減少
・採用者数は、9,132人で、前年度に比較して482人増加
・受験者数は、45,763人で、前年度に比較して3,427人減少（うち 新卒639人減少、既卒2,788人減少）
令和２年度（令和元年度実施）における高等学校の採用倍率は、6.1倍で、前年度の6.9倍から減少
・採用者数は、4,413人で、前年度に比較して68人増加
・受験者数は、26,895人で、前年度に比較して3,226人減少（うち 新卒1,274人減少、既卒1,952人減少）

（出典）文部科学省「公立学校教員採用選考試験の実施状況について」

公立学校教員採用選考試験の実施状況ー中学校・高等学校
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中学校 受験者数・採用者数・競争率（採用倍率）

受験者数 採用者数 採用倍率（右軸）
（人） （倍）

（年度）
採用者数最低値（H12）

競争率最低値（H3）

競争率最高値（H12）
受験者数最高値（S54）

採用者数最高値（S57）

受験者数最低値（H4）
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高等学校 受験者数・採用者数・競争率（採用倍率）

受験者数 採用者数 採用倍率（右軸）（人） （倍）

（年度）
採用者数最低値（H19）

競争率最低値（S60）

競争率最高値（H19）

受験者数最高値（S54）

採用者数最高値（S60）

受験者数最低値（R2）

15

Ⅲ－3



小学校については新規学卒者が小幅な減少にとどまっている一方、既卒者は大きく減少している。【左図】
中学校については新規学卒者・既卒者ともに減少している。【右図】

公立学校教員採用選考試験の受験者数の内訳
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小学校

受験者数の内訳（新規学卒者、既卒者）

新規学卒者

既卒者

既卒者の占める割合（右軸）

（人）

（年度）（注１）堺市は平成26年度まで受験者の学歴等を把握していないため、受験者数に堺市の人数は含まない
（注２）大阪府は平成24年度まで受験者・採用者の学歴等を把握していないため、受験者数・採用者数に大阪府の人数は含まない
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中学校

受験者数の内訳（新規学卒者、既卒者）

新規学卒者

既卒者

既卒者の占める割合（右軸）

（人）

（年度）（注１）堺市は平成26年度まで受験者の学歴等を把握していないため、受験者数に堺市の人数は含まない
（注２）大阪府は平成24年度まで受験者・採用者の学歴等を把握していないため、受験者数・採用者数に大阪府の人数は含まない
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いわゆる「教師不足」について

講師登録名簿から講師を補充しようとしても、講師登録名簿の登載者が減少していて採用できない

教師不足

【供給面】
臨時的任用教員等の講師のなり手の減少
・人口構造の変化に伴う生産年齢人口の減少
・近年の採用倍率の低下を背景に講師の正規教員として

の採用が進むことによる講師のなり手の減少
・免許状の未更新による講師のなり手の減少

【需要面】
見込み以上の必要教師数の増加
・産休・育休取得者数の増加
・特別支援学級や通級指導等の児童生徒数の増加
・精神疾患による病休や離職者数は高い水準で推移
・教委独自の少人数学級・指導等の実施

【

要

因

】

講師のなり手の確保に向けた取組
・免許状の有効期限が切れた者の復職の促進（一定の要

件の下、臨時免許状が取得できることを改めて周知）
・「学校・子供応援サポーター人材バンク」（R2.4~）や「学

校雇用シェアリンク」（R3.1~）の立ち上げ
・臨時的任用教員等の確保に支障をきたさないような教員

免許更新制の在り方の見直し

「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方」について中央教育審議会に諮問（令和３年３月12日）
（教師の人材確保と質向上の両面から中長期的な実効性のある方策に取り組むため基本的な在り方に遡って検討）

学校における働き方改革
・学校や教師が担う業務の適正化
・勤務時間の上限ガイドラインの指針への格上げ
・夏休みにおける休日のまとめ取りの促進
・外部人材（スクール・サポート・スタッフ、学習指

導員、部活動指導員等）の配置支援

いわゆる「教師不足」：
臨時的任用教員等の講師の確保ができず、実際に学校に配置されている教師の数が、各教育委員会において学校に配置することとしてい
る教師の数を満たしておらず欠員が生じる状態。特に学級担任や教科担任が不足する場合も見られ、学校経営や教科指導等に支障が生じ
るので緊急性が高い。
平成29年度に11県市（※）を対象に抽出調査。年度当初において小学校で計316人、中学校で計254人の教師の不足が見られた。

※北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、愛知県、福岡県、大分県、鹿児島県、大阪市、北九州市、福岡市

また、令和元年度に抽出で聞き取り調査を行ったところ、年度当初における小学校の学級担任の不足の事例、不足に対して非常勤講師も
充てられず教頭・主幹教諭等の他の教員で対応する事例などがあった。

教師不足の要因・対策は複雑な要素が絡み合っており、単純に解決するものではないが、要因と対策をまとめると下表のとおり。

年齢構成の平準化や教職志願者
の確保に向けた取組

・受験年齢制限の緩和、中長期的な視野
からの計画的な採用・人事の促進など

・教職の魅力向上に向けた広報の充実や
社会人等の多様な人材の活用など

【背景】
・年齢構成の偏り
・教職志願者の減少
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教師の年齢構成の偏りにより若手層が増加していることを背景に、産休・育休代替教員数は増加している。

いわゆる「教師不足」についてー見込み以上の必要教師数の増加①

2,384 2,519 2,661 2,716 2,849 3,213 3,252 3,236 3,466 3,519 3,646 
9,151 9,808 10,300 11,082 11,786 12,589 13,723 14,421 14,812 15,129 15,831 
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産休・育休代替教員数（小学校）

産休代替教員 育児休業代替教員
教員の総数に占める割合（右軸） 教員の総数に占める割合（右軸）

（人）

（出所）文部科学省調べ （注）公立。
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3,530 3,605 3,767 
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産休・育休代替教員数（中学校）

産休代替教員 育児休業代替教員
教員の総数に占める割合（右軸） 教員の総数に占める割合（右軸）

（人）

（出所）文部科学省調べ （注）公立。
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育児休業教員 教員の総数に占める割合（右軸）

（人）

（出所）文部科学省調べ （注）公立。
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（人）

（出所）文部科学省調べ （注）公立。
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いわゆる「教師不足」についてー見込み以上の必要教師数の増加②

56,254 60,164 65,456 70,924 75,364 80,768 87,928 96,996 
108,185 116,518 
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通級による指導を受けている児童生徒数

小学校 中学校

（人）

（出所）文部科学省「学校基本調査」
（注）公立。
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（人）

（出所）文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」 （注）公立。
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（出所）文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」 （注）公立。

特別支援学級や通級による指導を受けている児童生徒数、日本語指導が必要な児童生徒数等は増加している。
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（出所）文部科学省「学校基本調査」
（注）公立。義務教育学校は中学校に含む。
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検討事項① 教師に求められる資質能力の再定義
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１．いつの時代にも求められる資質能力
教育者としての使命感、人間の成長・発達についての深い理解、幼児・児童・生徒に対する教育的愛情、教科等に関する専門的知識、広く豊かな教養、

これらを基盤とした実践的指導力等
２．今後特に求められる資質能力
地球的視野に立って行動するための資質能力（地球、国家、人間等に関する適切な理解、豊かな人間性、国際社会で必要とされる基本的資質能力）

、変化の時代を生きる社会人に求められる資質能力（課題探求能力等に関わるもの、人間関係に関わるもの、社会の変化に適応するための知識及び技
術）、教員の職務から必然的に求められる資質能力（幼児・児童・生徒や教育の在り方に関する適切な理解、教職に対する愛着、誇り、一体感、教科指
導、生徒指導等のための知識、技能及び態度）
３．得意分野を持つ個性豊かな教員
画一的な教員像を求めることは避け、生涯にわたり資質能力の向上を図るという前提に立って、全教員に共通に求められる基礎的・基本的な資質能力を

確保するとともに、積極的に各人の得意分野づくりや個性の伸長を図ることが大切であること

新たな時代に向けた教員養成の改善方策について（平成9年7月28日 教育職員養成審議会・第１次答申）

１．教職に対する強い情熱
教師の仕事に対する使命感や誇り、子どもに対する愛情や責任感などである。また、教師は、変化の著しい社会や学校、子どもたちに適切に対応するため

、常に学び続ける向上心を持つことも大切である。
２．教育の専門家としての確かな力量
「教師は授業で勝負する」と言われるように、この力量が「教育のプロ」のプロたる所以である。この力量は、具体的には、子ども理解力、児童・生徒指導力

、集団指導の力、学級作りの力、学習指導・授業作りの力、教材解釈の力などからなるものと言える。
３．総合的な人間力
教師には、子どもたちの人格形成に関わる者として、豊かな人間性や社会性、常識と教養、礼儀作法をはじめ対人関係能力、コミュニケーション能力など

の人格的資質を備えていることが求められる。また、教師は、他の教師や事務職員、栄養職員など、教職員全体と同僚として協力していくことが大切である。

新しい時代の義務教育を創造する（答申）（平成17年10月26日 中央教育審議会）

※同答申の原文は長文であるため、「今後の教員養成・免許制度の在り方について」（答申）（平成18年7月11日 中央教育審議会）による概要を掲載
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(ⅰ)教職に対する責任感、探究力、教職生活全体を通じて自主的に学び続ける力(使命感や責任感、教育的愛情)
(ⅱ)専門職としての高度な知識・技能

• 教科や教職に関する高度な専門的知識(グローバル化、情報化、特別支援教育その他の新たな課題に対応できる知識・技能を含む)
• 新たな学びを展開できる実践的指導力(基礎的・基本的な知識・技能の習得に加えて思考力・判断力・表現力等を育成するため、知識・技能を活用

する学習活動や課題探究型の学習、協働的学びなどをデザインできる指導力)
• 教科指導、生徒指導、学級経営等を的確に実践できる力

(ⅲ)総合的な人間力(豊かな人間性や社会性、コミュニケーション力、同僚とチームで対応する力、地域や社会の多様な組織等と連携・協働できる力)

教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について(答申)（平成24年8月28日 中央教育審議会）

• これまで教員として不易とされてきた資質能力に加え、自律的に学ぶ姿勢を持ち、時代の変化や自らのキャリアステージに応じて求められる資質能力を生
涯にわたって高めていくことのできる力や、情報を適切に収集し、選択し、活用する能力や知識を有機的に結びつけ構造化する力などが必要である。

• アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善、道徳教育の充実、小学校における外国語教育の早期化・教科化、ＩＣＴの活用、発達障害を含む特別
な支援を必要とする児童生徒等への対応などの新たな課題に対応できる力量を高めることが必要である。

• 「チーム学校」の考えの下、多様な専門性を持つ人材と効果的に連携・分担し、組織的・協働的に諸課題の解決に取り組む力の醸成が必要である。

これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について
～学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～ （答申）（平成27年12月21日 中央教育審議会）

• これからの教員には、学級経営や児童生徒理解等に必要な力に加え、教科等を越えた「カリキュラム・マネジメント」の実現や、「主体的・対話的で深い学
び」を実現するための授業改善や教材研究、学習評価の改善・充実などに必要な力等が求められる。

• 教員養成においては、資質・能力を育成していくという新しい学習指導要領等の考え方を十分に踏まえ、教職課程における指導内容や方法の見直しを
図ることが必要である。

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）
（平成28年12月21日 中央教育審議会）
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2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿
【教職員の姿】
• 教師が技術の発達や新たなニーズなど学校教育を取り巻く環境の変化を前向きに受け止め、教職生涯を通じて探究心を持ちつつ自律的かつ継続的に

新しい知識・技能を学び続け、子供一人一人の学びを最大限に引き出す教師としての役割を果たしている。その際、子供の主体的な学びを支援する伴
走者としての能力も備えている。

• 教員養成、採用、免許制度も含めた方策を通じ、多様な人材の教育界内外からの確保や教師の資質・能力の向上により、質の高い教職員集団が実
現されるとともに、教師と、総務・財務等に通じる専門職である事務職員、それぞれの分野や組織運営等に専門性を有する多様な外部人材や専門スタ
ッフ等とがチームとなり、個々の教職員がチームの一員として組織的・協働的に取り組む力を発揮しつつ、校長のリーダーシップの下、家庭や地域社会と連
携しながら、共通の学校教育目標に向かって学校が運営されている。

• さらに、学校における働き方改革の実現や教職の魅力発信、新時代の学びを支える環境整備により、教師が創造的で魅力ある仕事であることが再認
識され、教師を目指そうとする者が増加し、教師自身も志気を高め、誇りを持って働くことができている。

Society5.0時代における教師及び教職員組織の在り方
【基本的な考え方】
• 教師に求められる資質・能力は、これまでの答申等においても繰り返し提言されてきたところであり、例えば、使命感や責任感、教育的愛情、教科や教

職に関する専門的知識、実践的指導力、総合的人間力、コミュニケーション能力、ファシリテーション能力などが挙げられている。
• AIやロボティクス、ビッグデータ、IoTといった技術が発展したSociety5.0時代の到来に対応し、教師の情報活用能力、データリテラシーの向上が一層重

要となってくると考えられる。
• 教師や学校は、変化を前向きに受け止め、求められる知識・技能を意識し、継続的に新しい知識・技能を学び続けていくことが必要であり、教職大学院

が新たな教育課題や最新の教育改革の動向に対応できる実践力を育成する役割を担うことも大いに期待される。
• 多様な知識・経験を持つ人材との連携を強化し、そういった人材を取り込むことで、社会のニーズに対応しつつ、高い教育力を持つ組織となることが必要

である。

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して
～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～（答申）

（令和3年1月26日 中央教育審議会）
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教育公務員特例法等の一部を改正する法律（平成28年法律第87号）により、各地域において教育委員会と大学
等との協働により教員育成指標（校長及び教員としての資質の向上に関する指標）及び教員研修計画を定める仕組
みを創設。
• 文部科学大臣が、教員育成指標を定めるために必要な「指針」を策定
• 教員等の任命権者（教育委員会等）が、教育委員会と関係大学等とで構成する「協議会」を設置
• 協議会において教員育成指標に関する協議等を行い、指針を参酌しつつ、校長及び教員の職責、経験及び適性に

応じてその資質の向上を図るために必要な「教員育成指標」を策定
• その教員育成指標を踏まえた「教員研修計画」を策定
⇒ こうした枠組みを構築することにより、各地域の課題やニーズに応じた計画的な研修の実施を促進

教員育成指標の全国的整備（教育公務員特例法の一部改正（平成29年４月１日施行））

24
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１ 基本理念 –教育基本法その他の関係法令等の理念及び趣旨を十分に踏まえること、幼児、児童及び生徒の主体的・対話的で深い学びの
実現に向けた授業改善などといった次期学習指導要領の趣旨を実現するために必要とされる資質の向上を図ること等

２ 公立の小学校等の教員等としての資質の向上を図るにあたり踏まえるべき基本的な視点

（１）社会変化の視点 –ＩＣＴの発展、グローバル化、少子・高齢化の進展等
（２）近年の学校を取り巻く状況の変化の視点 –学校を取り巻く多種多様な課題への対応、多忙化への配慮等
（３）家庭・地域との連携・協働の視点 –保護者、地域住民との連携等
（４）各教員等の成長の視点 –教職生涯を通じた継続的な職能開発等
（５）学校組織の改善の視点 –多様な専門性を持つ人材との連携・分担等

２．公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する基本的な事項

１．背景及び趣旨

公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針
（平成29年3月31日 文部科学省告示第55号）の概要

１ 学校種・教員等の職等の範囲

２ 職責、経験及び適性に応じた成長段階の設定
３ 指標の内容を定める際の観点

-倫理観、使命感等の教職に必要な素養、教育方法及び技術、児童生徒理解、児童生徒指導及び教育相談、関係機関との関係構築、学級経営
及び学校運営、他の教職員との連携等

４ その他

３．公立の小学校等の教員等としての資質の向上に関する指標の内容に関する事項

１ 指標の策定に当たって必要とされる手続
-協議会における協議、情報公開等
２ 指標に基づく教員等の資質の向上の推進体制の整備及び指標の改善等
（１）推進体制 （２）指標の改善及び更新 （３）他の計画等との関係

４．その他公立の小学校等の教員等の資質の向上を図るに際し配慮すべき事項
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検討事項② 多様な専門性を有する質の高い教職員集団
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公立学校教員採用選考試験における採用者の採用前状況別内訳

（出典）文部科学省「令和２年度公立学校教員採用選考試験の実施状況について」
（注１）「教職経験者」とは、公立学校教員採用前の職として国公私立学校の教員であった者をいう。
（注２）「民間企業等勤務経験者」とは、公立学校教員採用前の職として教職以外の継続的な雇用に係る勤務経験のあった者をいう。ただし、いわゆるアルバイトの経験は除く。

7,889
47%7,589

45%

465
3% 750

5%

新規学卒者 教職経験者 民間企業等勤務経験者 その他既卒者

小学校

3,003
33%

5,286
58%

340
4%

503
5%

中学校

1,305
29%

2,476
56%

251
6% 381

9%

高等学校

13,532
39%

18,251
52%

1,317
4%

1,958
5%

計

※小・中・高等学校のほか、
特別支援学校、養護教諭、
栄養教諭を含む。

（令和２年度公立学校教員採用選考試験）
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特別免許状の授与件数の推移

（出典）平成30年度教員免許状授与件数等調査

186
169

208

0

50

100

150

200

250

H元 H２ H３ H４ H５ H６ H７ H８ H９ H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

平成30年度に授与された特別免許状の内訳

小
学
校

国立 ０

公立 ８ 英語（８件）

私立 ５ 英語（５件）

中
学
校

国立 ０

公立 11 英語（９件） 数学、理科（各１件）

私立 47 英語（45件） 理科（２件）

高
等
学
校

国立 ２ 英語（２件）

公立 48 看護（23件） 英語（13件） 工業（４件） 理科（３件） 福祉（２件） 数学、保健体育、韓国語（各１件）

私立 75 英語（49件） 看護（13件） 理科（６件） 公民、情報（各２件） 数学、保健体育、福祉（各１件）

特
別
支
援

学
校

国立 ０

公立 12 自立活動（12件）

私立 ０

合計 208

課題 高等学校に偏っており、小学校についてほとんど授与されていない、教科が英語や看護に偏っている、公立学校での授与が進んでいない 等

＜特別免許状所持者の主な職歴＞ アスリート（オリンピアン等）、システムエンジニア、英会話講師、看護師、大学教員
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学校に置かれる担当者（一覧） 【概要】

主な根拠
法令にお
ける設置
の必要性

学習指導関係 生徒指導関係 学校運営関係

法令 ○

教務主任 ◆学校教育法施行規則（昭和二十二
年文部省令第十一号）

学年主任【再掲】 ◆学校教育法施行規則（昭和二十
二年文部省令第十一号）

司書教諭【再掲】 ◆学校図書館法（昭和二十八年法律第百
八十五号）

学年主任 ◆学校教育法施行規則（昭和二十二
年文部省令第十一号）

生徒指導主事 ◆学校教育法施行規則（昭和二十
二年文部省令第十一号）

保健主事【再掲】 ◆学校教育法施行規則（昭和二十二年文
部省令第十一号）

司書教諭 ◆学校図書館法（昭和二十八年法律
第百八十五号）

進路指導主事 ◆学校教育法施行規則（昭和二十
二年文部省令第十一号）

教職員の労働安全
衛生管理担当者（衛
生管理者・衛生推進
者）

◆労働安全衛生法（昭和四十七年法律第
五十七号） 等

保健主事 ◆学校教育法施行規則（昭和二十二
年文部省令第十一号）

防火管理者 ◆消防法（昭和二十三年法律第百八十六
号） 等

道徳教育推進教師 ◆小学校・中学校学習指導要領（文部
科学省）（平成29年３月）等

研修担当＊ ◆教育公務員特例法（昭和二十四年法律
第一号） 等

通知 ―

特別支援教育コー
ディネーター

○「特別支援教育の推進について（通
知）」（文部科学省初等中等教育局長
通知）（平成19年４月１日付）

教育相談コーディネー
ター

○「児童生徒の教育相談の充実に
ついて（通知）」（文部科学省初等中
等教育局長通知）（平成29年２月３
日付）

学校給食主任 ○学校給食の実施について（文部省管理
局通達）（昭和31年６月５日付）

部活動担当 ○「中学校・高等学校における運動部
の指導について」（文部省初等中等教
育局長通達）（昭和32年５月16日付）

特別支援教育コーディ
ネーター【再掲】

○「特別支援教育の推進について
（通知）」（文部科学省初等中等教育
局長通知）（平成19年４月１日付）

地域連携担当 ○「義務教育諸学校等の体制の充実及び
運営の改善を図るための公立義務教育諸
学校の学級編制及び教職員定数の標準に
関する法律等の一部を改正する法律等の
施行について（通知）」（文部科学事務次官
通知）（平成29年３月31日付）

答申、
報告書等

―

外国語担当（中核
教員）

□「幼稚園、小学校、中学校、高等学
校及び特別支援学校の学習指導要領
等の改善及び必要な方策等について
（答申）」（中央教育審議会）（平成28年
12月21日）

不登校担当 □「不登校児童生徒への支援に関
する最終報告 ～一人一人の多様
な課題に対応した切れ目のない組
織的な支援の推進～」（不登校に関
する調査研究協力者会議）（平成28
年７月）

学校安全担当 □第２次学校安全の推進に関する計画（平
成29年３月24日閣議決定）

人権教育担当 □人権教育の指導方法等の在り方に
ついて［第三次とりまとめ］（人権教育の
指導方法等に関する調査研究会議）
（平成20年3月）

人権教育担当【再掲】 □人権教育の指導方法等の在り方
について［第三次とりまとめ］（人権
教育の指導方法等に関する調査研
究会議）（平成20年３月）

教育実習担当 □「今後の教員養成・免許制度の在り方に
ついて（答申）」（中央教育審議会）（平成18
年７月11日）

学校教育情報セ
キュリティ・システム
担当

□「教育情報セキュリティポリシーに関する
ガイドライン」（文部科学省）（平成29年10月
18日）

人権教育担当【再掲】□人権教育の指導方法等の在り方につい
て［第三次とりまとめ］（人権教育の指導方法
等に関する調査研究会議）（平成20年３月）

※学校において設置する担当者で、法令、通知、答申、報告書等（国（主に文部科学省）から出されているもの）に根拠があるものが対象
※根拠の区分は、◆：法令、○：通知、□：答申、報告書等

＊指導教員のみ法令で必置

Ⅲ－19
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検討事項③ 教員免許の在り方・
教員免許更新制の抜本的な見直し
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教員は、教育職員免許法により授与される各相当の免許状を有
する者でなければならない（免許法第３条第１項）。

2． 免許状主義と開放制の原則

免許状主義

我が国の教員養成は、一般大学と教員養成系大学とがそ
れぞれの特色を発揮しつつ行っている。

開放制の原則

① 普通免許状
（有効期間１０年）

② 特別免許状
（有効期間１０年）

③ 臨時免許状
（有効期限３年）

それぞれ学校種別 （ 中学校・高等学校については教科別 ）

○ 授与権者：都道府県教育委員会

○ 免許状の有効範囲
・普通免許状 ： 全ての都道府県
・特別免許状 授与を受けた

都道府県内・臨時免許状

専修免許状（修士課程修了程度）

一種免許状（大学卒業程度）

二種免許状（短大卒業程度）

3．免許状の種類

我が国の教員免許制度について

１． 教員免許制度の意義
公の教育を担う教員の資質の保持及び向上並びにその証明を目的とする制度
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① 大学における養成

② 教員資格認定試験（幼稚園、小学校、特別支援学校（自立活動））の合格
③ 現職教員の自主的な研鑽を促すため、一定の教職経験や大学等で所要単位により、上位区分、隣接学校種、同校種他教科の免許状を授与する

途を開いている。

学士の学位等 教職課程の履修 教員免許状＋ ⇒教科に関する科目
教職に関する科目

普通免許状

普通免許状を有する者を採用できない場合に限り、例外的に
授与する「助教諭」の免許状

○ 授与要件
都道府県教育委員会が行う教育職員検定の合格

免許状を有しない優れた知識経験を有する社会人を学校現場へ迎え入れ
るため、都道府県教育委員会が行う教育職員検定の合格により授与する「教
諭」の免許状（学校種及び教科ごとに授与）

○ 授与要件
① 担当教科に関する専門的な知識経験や技能を有すること
② 社会的信望・教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を有すること

特別免許状 臨時免許状

多様な専門的知識・経験を有する人を教科の学習に迎え入れ
ることにより、学校教育の多様化への対応や活性化を図ることを目
的とした制度。教員免許状を有しない非常勤講師が、教科の領
域の一部を担任することが可能（任命・雇用する者が、あらかじ
め都道府県教育委員会に届出をすることが必要）。

① 特別非常勤講師

中学校、高等学校、中等教育学校の前期課程・後期課程、特別支援学校
の中学部・高等部において、相当の免許状を所有する者を教科担任として採
用することができない場合に、校内の他の教科の教員免許状を所有する教諭
等（講師は不可）が、１年に限り、免許外の教科の担任をすることが可能
（校長及び教諭等が、都道府県教育委員会に申請し、許可を得ることが必要）。

②免許外教科担任制度

4．免許状主義の例外
※教育職員検定は、都道府県教育委員会が受験者の人物、学力、実務、身体について行うこととされており、具体的な授与基準等の細則は、都道府県ごとに定められている。
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各科目に含めることが必要な事項 専修 一種 二種

教科及 び
教 科 の 指
導法に関す
る科目

• 教科に関する専門的事項※１

• 各教科の指導法（情報機器及び教材の活用
を含む。）※２

30 30 16

教 育 の 基
礎的理解に
関する科目

• 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想
• 教職の意義及び教員の役割・職務内容（チー

ム学校への対応を含む。）
• 教育に関する社会的、制度的又は経営的事

項（学校と地域との連携及び学校安全への対
応を含む。）

• 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の
過程

• 特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒
に対する理解※３

• 教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラ
ム・マネジメントを含む。）

10 10 ６

道徳、総合
的な学習の
時 間 等 の
指導法及
び 生徒指
導、教育相
談等に関す
る科目

• 道徳の理論及び指導法※４

• 総合的な学習の時間の指導法
• 特別活動の指導法
• 教育の方法及び技術（情報機器及び教材の

活用を含む。）
• 生徒指導の理論及び方法
• 教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知

識を含む。）の理論及び方法
• 進路指導（キャリア教育に関する基礎的な事

項を含む。）の理論及び方法

10 10 ６

教育実践に
関する科目

• 教育実習 ５ ５ ５

• 教職実践演習 ２ ２ ２

大学 が独
自に設定す
る科目

26 ２ ２

83 59 37

※１ 国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語（以下「国語等」という。）の教科に
関する専門的事項を含む科目のうち１以上の科目を修得

※２ 専修免許状又は一種免許状の場合は、国語等の教科の指導法に関する科目についてそれぞれ１単位以上、二
種免許状の場合には６以上教科の指導法に関する科目について、それぞれ１単位以上を修得

※３ １単位以上を修得
※４ 専修免許状又は一種免許状の場合は２単位以上、二種免許状の場合には１単位以上を修得

（単位）
各科目に含めることが必要な事項 専修 一種 二種

教科及 び
教 科 の 指
導法に関す
る科目

• 教科に関する専門的事項※１

• 各教科の指導法（情報機器及び教材の活用
を含む。）※２

28 28 12

教 育 の 基
礎的理解に
関する科目

• 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想
• 教職の意義及び教員の役割・職務内容（チー

ム学校への対応を含む。）
• 教育に関する社会的、制度的又は経営的事

項（学校と地域との連携及び学校安全への対
応を含む。）

• 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の
過程

• 特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒
に対する理解※３

• 教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラ
ム・マネジメントを含む。）

10 10 ６

道徳、総合
的な学習の
時 間 等 の
指導法及
び 生徒指
導、教育相
談等に関す
る科目

• 道徳の理論及び指導法※４

• 総合的な学習の時間の指導法
• 特別活動の指導法
• 教育の方法及び技術（情報機器及び教材の

活用を含む。）
• 生徒指導の理論及び方法
• 教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知

識を含む。）の理論及び方法
• 進路指導（キャリア教育に関する基礎的な事

項を含む。）の理論及び方法

10 10 ６

教育実践に
関する科目

• 教育実習 ５ ５ ５

• 教職実践演習 ２ ２ ２

大学 が独
自に設定す
る科目

28 ４ ４

83 59 37

中学校教諭

※１ 例えば、数学の場合、代数学、幾何学、解析学、「確率論、統計学」、コンピュータについて、それぞれ１以上の科
目を修得

※２ 専修免許状又は一種免許状の場合は８単位以上、二種免許状の場合には２単位以上を修得
※３ １単位以上を修得
※４ 専修免許状又は一種免許状の場合は２単位以上、二種免許状の場合には１単位以上を修得

（単位）

普通免許状の取得に当たって修得を要する単位
小学校教諭
教科部分

教職部分

日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作（各２単位） 日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作（各２単位）
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これまでの教師の養成・採用・研修制度の主な改革の変遷①

開始年度 養成 採用（特別免許状等） 研修（更新制含む）

平成元年

普通免許状を専修免許状、一種免許状、二種免許状の3種に類型化 条件付採用期間の特例
を創設（公 立 学校 教諭
等：6か月→1年）

初任者研修の創設

二種免許状を有する教員にについて一種免許状取得を努力義務化
免許状取得に当たって修得が必要な単位数の引き上げ
（例）小学校教諭一種免許状：48単位→59単位

特別免許状及び特別非
常勤講師制度の創設

平成10年

小・中学校の普通免許状取得希望者に介護等体験義務付け（７日間） 特別免許状の対象教科
の拡大、有効期限の延長
（3～10年→5～10年）教員養成カリキュラムの柔軟な編成を可能とするため、「教科又は教職に関す

る科目」の新設
教職に関する科目の充実
（例）中学校一種免許状：19単位 → 31単位

特別非常勤講師制度を
許可制から届出制に変更

平成12年

現職教員が専修免許状を取得する際に修得が必要な単位数について、在
職年数に応じた低減措置を廃止

特別免許状所持者が、
勤務経験により普通免許
状を取得できる制度を創
設高等学校教諭の免許状に定められる教科について、情報・福祉等を新設

平成13年

独立行政法人教員研修センターが発足

大学院修学休業制度の創設

平成14年

他校種免許状による専科担任制度の拡充 特別免許状について、学
士要件及び有効期限の
撤廃といった制度改善を
実施

他の学校種での勤務経験及び大学における所定の単位修得により、新たに
隣接する学校種の免許状を取得できる制度の創設
公立学校の教員について懲戒免職処分を受けたことにより免許状が失効する

こととする等により免許状の失効等に係る措置を強化

平成15年
十年経験者研修の創設

平成16年 栄養教諭の免許状を創設

平成17年 教員分野に係る大学等の設置・収容定員増に関する抑制方針の撤廃

Ⅰ－1
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これまでの教師の養成・採用・研修制度の主な改革の変遷②

開始年度 養成 採用（特別免許状等） 研修（更新制含む）

平成18年 特別支援学校教諭の免許状を創設

平成20年

「総合演習」を廃止し、教職課程において教員として必要な知識技能を修得
したことを確認する科目として「教職実践演習」を導入

指導改善研修の創設

免許状の失効等に係る措置の強化（分限免職処分を受けた者は免許状失効
等）

教職大学院の創設

平成21年 教員免許更新制の創設

平成28年

教科の専門的内容と指導法を一体的に学ぶことを可能とする「教科及び教
職に関する科目」に大括り化

教員免許更新制の必修領域の精選（12時間
→6時間）及び選択必修領域の導入（0時間
→6時間）
地方公務員の人事評価制度の導入（以前は勤

務評定制度）

平成29年

ICTを活用した指導法や特別支援教育、小学校の外国語等の新たな教育
課題に対応した内容を必修化

十年経験者研修の廃止、中堅教諭等資質向
上研修の創設

全国すべての教職課程で共通的に修得すべき資質能力を示した「教職課程
コアカリキュラム」を作成

校長及び教員の資質の向上に関する指標・教
員研修計画の策定

義務標準法改正により、初任者研修に係る教
員加配数を段階的に基礎定数化

独立行政法人教員研修センターを機能強化し、
新たに独立行政法人教職員支援機構が発足

平成31年 新たな教職課程が開始

Ⅰ－1
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教員免許更新制や研修をめぐる包括的な検証について（概要）
（次期教員養成部会への申し送り事項） （１）

１．教員免許更新制の評価について
～ 制度創設時の狙いが達成できているか ～
趣旨である「最新の知識・技能の修得」には一定程度の効果がある一方で、費やした時間や労力に比べて効率的に成果の得られる制度

になっているかという点では課題がある。また、学校内外で研修が実施されていることに鑑みれば、10年に一度の更新講習の効果は限定
的である。

２．教員免許更新制の課題について 【関係者へのヒアリングの際の意見】
①教員免許更新制の制度設計について
教員免許状の更新手続のミス（いわゆる「うっかり失効」）が、教育職員としての身分に加え、公務員としての身分を喪失する結果を

もたらすことについては疑問がある。教員免許更新制そのものが複雑である。
②教師の負担について
教師の勤務時間が増加している中で、講習に費やす30時間の相対的な負担がかつてより高まっている。講習の受講が多い土日や長期休

業期間には、学校行事に加え補習や部活動指導が行われたり、研修が開催されている場合もあり、負担感がある。申込み手続や費用、居
住地から離れた大学等での受講にも負担感がある。
③管理職等の負担について
教員免許更新制に関する手続や教師への講習受講の勧奨等が、学校の管理職や教育委員会事務局の多忙化を招いている。

④教師の確保への影響について
免許状の未更新を理由に臨時的任用教員等の確保ができなかった事例が既に多数存在していることに加え、退職教師を活用することが

困難になりかねない状況が生じている。
⑤講習開設者側から見た課題等について
受講者からは、学校現場における実践が可能な内容を含む講習、双方向・少人数の講習が高い評価を得る傾向がある。一方で、講習開

設者は、講習を担う教員の確保や採算の確保等に課題を感じている。

３．各都道府県教育委員会等が体系的に行う教員研修の状況について
教員研修については、研修の方法の改善、研修のオンライン化などが進んでおり、平成28年の教育公務員特例法の改正を踏まえた研修

の充実・改善が進んでいる。また、独立行政法人教職員支援機構の行う研修についても、オンライン化の進展や内容の見直しが進んでい
る。

Ⅰ．包括的な検証の経過報告

中央教育審議会初等中等
教育分科会教員養成部会
（令和３年２月８日）
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教員免許更新制や研修をめぐる包括的な検証について（概要）
（次期教員養成部会への申し送り事項） （２）

がある。

１．包括的検証に関して残された論点について
新年度に明らかになる教員免許状の有効期限延長の状況、臨時免許状の授与の状況など各種のデータに基づきながら、今般の新型コロナ

ウイルス感染症の影響下で、教員免許更新制が、子供たちの学びの保障に注力する教師や迅速な人的体制の確保に及ぼす影響の分析を行う
必要がある。
また、本年度、「新型コロナウイルス感染症対策に伴う児童生徒の「学びの保障」総合対策パッケージ」（令和２年６月５日文部科学省

初等中等教育局）に基づき、教師が「学びの保障」に集中する環境整備を図るため控えていた現場の教師を対象とする一定規模の調査を新
年度に速やかに行い、上記のヒアリングで得た事実認識が、現場の教師の認識と一致していることを裏付けることが必要である。

２．検証終了後の検討の在り方について
検証が完了した後は、その結果を踏まえて、教員免許更新制や研修の在り方について速やかに見直しを行い、その方策を教育現場に定着

させて教師の資質向上を図る必要がある。
これまでの検証の結果を踏まえると、その時々で求められる教師としての基本的知識技能が保持されるよう、定期的に必要な刷新とその

確認を行うという制度の趣旨を踏まえつつ、教員免許更新制について、抜本的に検討を行い、
・教師の資質能力の確保
・教師や管理職等の負担の軽減
・教師の確保を妨げないこと

のいずれもが成立する解を見出していかなければならない。
教育委員会関係者や校長会関係者からの提案その他の改善策を講じることにより、教師の資質能力の確保を図るとともに、教師や管理職

等の負担が軽減され、教師の確保を妨げない教員免許更新制とすることが可能かという観点で、今後も具体的な検討が行われる必要がある。

Ⅱ．次期部会における検証・検討について
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検討事項④ 教員養成大学・学部、
教職大学院の機能強化・高度化



２．教員養成系の大学院（修士課程・博士課程）

１．教員養成大学・学部

教員養成大学・学部は、教員に求められる高い資質の育成等を行っており、現在４４大学４４学部（うち単科大学１１）が設置されている。

大学数
入学定員

教員養成課程 新課程 合計

４４大学 １１，０３２人 １，５１８人 １２，５５０人

出典：文部科学省総合教育政策局教育人材政策課調べ

国立の教員養成大学・学部及び大学院の現状

課程・入学定員（令和２年度）

※新課程：都道府県教育委員会の教員採用数の減少などによる教員就職率の低下に伴い、昭和６２年度から教員養成課程の一部を教員以外の職業分野の人材や高い教養
と柔軟な思考力を身につけた人材を養成することを目的とした課程として改組したもの。新課程の定員は平成１２年度をピークに拡大し一定規模を保ってきたが、教
員の大量退職の増加による教員採用数の拡大にあわせて、平成１７年３月に教育分野に係る大学等の設置又は収容定員増に関する抑制方針を撤廃したことによ
り、教員養成課程への定員の振り替え等が進み、国立の教員養成大学・学部においては、初等中等教育を担う教員の質の向上に目的を特化させるため、原則、新
課程の廃止を進めている。

【修士課程】
国立の教員養成系修士課程における高度専門職業人としての教員養成機能は原則として、教職大学院へ段階的に移行することとしている。

大学数 研究科数 専攻数 入学定員

２６大学 ２６ ４２ １，４４１人

設置状況（令和２年度）

【博士課程】
教員養成学部自ら各教科の専門や教科教育学の分野における実践的かつ高度の研究能力を有し、将来教員養成学部の教員となる人材を
養成することなどを目的として設置。

設置状況（令和２年度）

連合大学院 東京学芸大学（入学定員：30名）、兵庫教育大学（入学定員：32名）
共同教育課程 静岡大学・愛知教育大学（入学定員：4＋4名）
単独設置 広島大学（入学定員：49名） ※広島大学では教育学、心理学、教科教育学等が統合された教育学習科学を構築するとともに、

その理論的・学際的・開発的・先端的な研究・教育を推進し実践する人材を育成。
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全国の国立の教員養成大学・学部の設置状況（令和２年度）

出典：文部科学省総合教育政策局教育人材政策課調べ 40
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国立の教員養成大学・学部卒業者の教員就職状況の推移

出典：文部科学省総合教育政策局教育人材政策課調べ
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正規採用 臨時的任用 就職率 就職率（進学者・保育士除く）

卒業者数

教員就職率
（卒業者数から大学院等
への進学者と保育士への
就職者を除いた数を母数

とした場合）

教員就職率
（すべての卒業者数を

母数とした場合）
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２．教職大学院の特性（既存の修士課程との違い）

３．現状

① 設置大学数【令和２年度】 ： ５４大学（国立大学４７校、私立大学７校）
② 教員就職率（※）【令和２年３月修了者】： ９５．５％
（参考）国立教員養成大学・学部の学部新卒者の教員就職率：６４．４％

国立教員養成系修士課程の修了者の教員就職率：５３．５％（平成３１年２月修了者）
（※）現職教員学生を除く教職大学院修了者のうち教員に就職した者（臨時的任用を含む）の割合を指す。

③ 入学定員充足率【令和２年度】 ： ８１．０％ （前年度より０．７％増）
④ 志願者数【令和２年度】 ： ２，２３７人 （前年度より１７１人増）
⑤ 入学者数【令和２年度】 ： １，８２３人 （前年度より１７４人増）

（現職教員：８０４人（４４％）学部新卒学生等：１，０１９人（５６％））

１．教職大学院の目的及び機能

平成１９年度に、高度専門職業人養成としての教員養成に特化した専門職大学院として制度化。
（平成２０年度から開設）
① 学部段階での資質能力を修得した者の中から、さらにより実践的な指導力・展開力を備え、新しい学校づくりの有力な
一員となり得る新人教員の養成。

② 現職教員を対象に、地域や学校における指導的役割を果たし得る教員等として不可欠な確かな指導倫理と優れた実践
力・応用力を備えたスクールリーダーの養成。

教職大学院 教員養成系修士課程

修了要件 ４５単位以上 （うち１０単位以上は学校等での実習） ３０単位以上
修士論文の作成（研究指導）

教員 ４割以上は教職経験者等の実務家教員 大半が研究者

授業方法 ①事例研究、現地調査、双方向・多方向に行われる討論・質疑応答
②学校実習及び共通科目を必修とした体系的な教育課程

研究指導が中心

学位 教職修士（専門職） 修士（教育学）

出典：文部科学省総合教育政策局教育人材政策課調べ

教職大学院（専門職学位課程）制度の概要
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三重
（14）

山口
（28）

宮崎
（20）

長崎
（28）

大分
（20）

福岡教育

（40）
佐賀
（20）

弘前
（18）

岡山
（45）

広島
（30）

香川
（20）
鳴門教育

（180）

愛媛
（40）
高知
（15）

横浜国立

（15）

琉球
（20）

埼玉
（20）

千葉

（20）
聖徳

（15）

福島
（16）

宮城教育

（32）

東京学芸（210）
創価（25）
玉川（20）
帝京（30）
早稲田（60）

岩手
（16）

茨城
（15）宇都宮

（18）

熊本
（30）

鹿児島

（16）

山梨
（３８）

群馬
（20）

信州
（30）

奈良教育

（25）

京都教育

（60）
立命館

（35）

富山
（14）

福井
（60）

金沢
（15）

和歌山

（30）

大阪教育

（150）

兵庫教育

（155）

北海道教育
（45）国立大学：47大学（入学定員2,045人）

私立大学： 7大学（ 同 205人）
合 計 54大学（ 同 2,250人）

＊46都道府県で設置
大学名の下の（ ）は入学定員

（鳥取）
※島根大

で養成

全国の教職大学院の設置状況（令和２年度）

島根
（17）

愛知教育

（120）

滋賀
（20）
岐阜
（25）

静岡（45）
常葉（20）

上越教育

（170）
新潟

（20）

山形
（20）

秋田
（20）

出典：文部科学省総合教育政策局教育人材政策課調べ 43
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（人）

329 385 392 356 350 348 340 390
588 648 668 738 804

315
362 414 411 432 455 432

484

629
694 702

911
1019

706
826 840 830 815 815 833 888

1224
1376 1409

2054

2250

91.2% 90.4%
96.0%

92.4%
96.0%

98.5%

92.7%
98.4% 99.4% 97.5% 97.2%

80.3%

81.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

現職教員学生 学部新卒学生等 定員未充足 入学定員充足率

入学定員
合計数

出典：文部科学省総合教育政策局教育人材政策課調べ

国私立の教職大学院の入学者数及び入学定員充足率の推移
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検討事項⑤ 教師を支える環境整備
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公立学校における働き方改革の推進
学校における働き方改革は、特効薬のない総力戦であるため、国・教育委員会・学校それぞれの立場において、

取組を着実に推進し、教師が教師でなければできないことに全力投球できる環境整備が必要

文
部
科
学
省

教
育
委
員
会

教
育
委
員
会

学
校

学校における働き方改革の中教審答申を受けて、令和４年を目途に勤務実態調査を実施
中長期的な課題として、公立学校の教師に関する労働環境について、給特法等の法制的な枠組みを含め、必要に応じて検討を実施

勤務に係る制度（給特法）改正（令和元年12月公布、①はR2.4.1施行、②はR.3.4.1施行）
①公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインの「指針」への格上げ
② 休日の「まとめ取り」のため、１年単位の変形労働時間制を地方公共団体の判
断により条例で選択的に活用可能に

上限「指針」の策定（施行日：令和２年４月１日）
「超勤４項目」以外の業務を行う時間も含め、教育職員が学校教育活動に関する業務を
行っている時間として外形的に把握することができる時間を「在校等時間」と定義
＜上限時間＞ ①１か月の時間外在校等時間について、45時間以内

②１年間の時間外在校等時間について、360時間以内 等

学校や教育委員会からの国への要望を踏まえた各取組の推進（文部科学大臣ヘッドの「学校における働き方改革推進本部」において進捗管理）
教職員定数の改善

• 40年ぶりに小学校の学級編制の標準を現
行の40人から35人へ引き下げ

外部人材の配置支援
• スクール・サポート・スタッフ、学習指導
員、部活動指導員等の予算規模の拡充

• GIGAスクールサポーターの活用促進
• 教育行政に係る法務相談体制の整備（地方
財政措置）

定数改善など教育条件の整備

教員免許更新制度の検証

教科担任制の推進

全国学力・学習状況調査のCBT化

• 令和４年度目途に小学校高学年からの教科担
任制を導入

• 対象教科、学校規模等に応じた教職員配置の
在り方など、専門的・技術的な検討を実施

学校向け調査の削減

自治体や学校における改革サイクルの確立
・「教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査」を実施し、全国の各教育委員会の取組状況を可視化、市町村別結果公表
・好事例の全国展開（働き方改革フォーラム開催（R2.1.31）、事例集作成（R2.3、R3.3展開予定）等）

部活動の見直し

• 教員免許更新制や研修を巡る制度に関して
包括的な検証を進め、その結果に基づき、
必要な見直しを実施

勤務時間の客観的な把握の徹底
労安衛法により義務付けられているICカードやタ
イムカード等の記録による客観的な方法での勤務
実態の把握の徹底するための環境整備の推進

都道府県 91.5％

政令市 85.0％

市区町村 71.3％

実施割合（R2.10.1時点）

スクラップ＆ビルドを原則とした施策推進

各取組の推進
（例）上限指針を踏まえた条例・規則制定、働き方改革の方針策定、学校閉庁日、留守番

電話設定、外部人材の配置、校務支援システムの導入、調査・統計業務の削減等

業務の見直し・削減
学校の伝統として続いているが、必ずしも適切といえない
又は本来は家庭や地域社会が担うべき業務を削減

地域・保護者等との連携
コミュニティ・スクールや地域学校協働活動を活用し、保護者や地域
住民等との教育目標を共有しながら、適切な役割分担を進める

• 令和５年度以降の休日の部活動の段階的な
地域移行に向けて、令和３年度から全国各
地の拠点校（地域）において実践研究を実
施し、その成果を全国展開

• CBT化検討WG「中間まとめ」を踏まえ、さ
らに個別の論点について検討中

• CBT化に向けて、令和３年度から、小規模
からの試行・検証を実施予定

• スクラップ＆ビルドの観点から学校向け調
査等の実施について随時精査を実施。
※国の定期的な調査件数（H19：34件➡R１：25件）
• 統計に必要なデータの電子化・標準化を実
施予定

• GIGAスクール構想「１人１台端末環境整
備」の前倒しの実現

• ICT活用により、教員の表簿・指導要録等の
作成業務や授業準備に係る負担軽減等に寄与

学校運営協議会制度の導入や地域学校協働本部の整備を推進

ICT環境整備の支援

Ⅵ－1
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今後実施予定の調査等－「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等と関連して Ⅰ－13

（１）教員免許更新制に関する教員の意識調査
調査対象

現職教員（更新講習受講経験者に限る。）
主な調査内容

教員免許更新制に対する認識 等

（２）教師不足に関する実態調査
調査対象

都道府県・指定都市教育委員会及び大阪府豊能地区教職
員人事協議会（計68）

主な調査内容
教師の不足数、教師不足の要因、教師不足の解消に向けた
取組 等

（３）教職課程を置く大学等に所属する学生の教職への志望
動向に関する調査

調査対象
教職課程を置く大学等に所属する学生

主な調査内容
教員免許状の取得理由、教職への志望度、教職を志望する
きっかけ、教員採用選考試験の受験の有無とその理由 等

（４）教師の資質能力の育成等に関する調査
調査対象

現職教員（校長等の管理職も含む。）
主な調査内容

教師の属性（入職前の経歴（民間企業等勤務経験の有無など）、
勤務経験年数、所有する教員免許状の学校種・教科等、教員免許状
以外の保有資格など）、身につけたい資質能力、研修の受講状
況、研修ニーズ 等

（５）教師の研修履歴の管理等に関する調査
調査対象

都道府県・指定都市・中核市教育委員会及び大阪府豊能
地区教職員人事協議会（計129）

主な調査内容
個々の教員の研修の受講履歴の管理及び活用状況 等
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